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議案第１４号 

  

富士山木のおもちゃ美術館条例制定について 

  

富士山木のおもちゃ美術館条例を次のとおり制定する。 

  

  令和８年２月２０日 提 出 

  

御殿場市長 勝 又 正 美 

  

   富士山木のおもちゃ美術館条例  

 

 （設置） 

第１条 木の良さ及び利用の意義を学ぶ場を提供し、木育、地域活性化及び多世代の交流

の促進を図り、併せて交流人口の増加に資するため、富士山木のおもちゃ美術館（以

下「おもちゃ美術館」という。）を設置する。  

 （名称及び位置）  

第２条 おもちゃ美術館の名称及び位置は次のとおりとする。  

名称 位置 

富士山木のおもちゃ美術館  御殿場市印野１３８８番地の１  

 （供用日及び供用時間）  

第３条 おもちゃ美術館の供用日及び供用時間は、規則で定める。  

 （入館料） 

第４条 おもちゃ美術館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければ

ならない。 

 （入館料の減免）  

第５条 市長は、特別の事情があると認めたときは、規則で定める基準に従い、入館料を

減額し、又は免除することができる。  

 （入館料の不還付）  

第６条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める基準に従い、その

全部又は一部を還付することができる。  

 （入館の禁止等）  

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ず

ることができる。  
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 (1) おもちゃ美術館内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれが

あるとき。 

 (2) おもちゃ美術館の施設、附属設備、展示物等を損傷し、若しくは汚損し、又はその

おそれがあるとき。 

 (3) 管理運営上支障があると認められるとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、入館が不適当と認められるとき。 

 （損害賠償の義務） 

第８条 おもちゃ美術館に入館する者は、故意又は過失によりおもちゃ美術館の施設、附

属設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならな

い。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。  

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年８月８日から施行する。  

 （準備行為）  

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うこと

ができる。 

別表（第４条関係） 

区分 単位 
入館料の額  

市内 市外 

子供（１歳以上

中学生まで）  
１人 

１日 ３００円 １，０００円  

全日パスポート  １，５００円  ５，０００円  

平日パスポート  ９００円 ３，０００円  

一般 １人 

１日 ５００円 １，４００円  

全日パスポート  ２，５００円  ７，０００円  

平日パスポート  １，５００円  ４，２００円  

 備 考 １ 「市内」とは、入館料を納付する日において、運転免許証、個人番号カー

ドその他の書類の提示等により市内に居住していることを確認できる者をい

う。 

     ２ 「市外」とは、前項に掲げる者以外の者をいう。  

３ 「１日」とは、供用時間の開始時刻から終了時刻までの間をいう。  

     ４ 「全日パスポート」とは、許可の日から６月の期間内において、おもちゃ

美術館の供用日の供用時間内に回数に制限なく入館できるものをいう。  
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     ５ 「平日パスポート」とは、許可の日から６月の期間内において、おもちゃ

美術館の供用日のうち、平日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１月２日、１月３日及び 

１２月２９日から１２月３１日までの日以外の日をいう。）の供用時間内に

回数に制限なく入館できるものをいう。  

     ６ 全日パスポート及び平日パスポートに係る入館料の額は、入館料を納付す

る日における区分によるものとする。  
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議案第１５号 

  

御殿場市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定につ

いて 

  

御殿場市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のとおり制定

する。 

  

  令和８年２月２０日 提 出 

  

御殿場市長 勝 又 正 美 

  

御殿場市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通

園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通

園支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の運営に関する基準を定

めるものとする。 

（特定乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援事業

者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担

の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うこと

により、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを

目指すものでなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子どもをい

う。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの

立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都

道府県、市町村（特別区を含む。）、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定

する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をい

う。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童
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福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を

行う事業所の職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、御殿場市暴力団排除条例（平成２４年御殿場市条例第

２４号）第２条第４号に規定する暴力団等であってはならない。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、

規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１６号 

 

   御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例制 

定について 

 

 御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を次のとおり

制定する。 

 

  令和８年２月２０日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、御殿場市の美しい景観、豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全

と地球温暖化対策となる再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事

項を定めることにより、市民、事業者、土地所有者及び市が協働して、市民の安全安

心な生活環境の維持及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 美しい景観、豊かな自然環境及び良好な生活環境は、これまで先人が大切に守り

育ててきた市民全体の共通財産であり、この環境を将来の世代に引き継いでいくため

に、市民、事業者、土地所有者及び市が協働して、その保全及び活用を図らなければ

ならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特 

別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「再エネ特措法」という。）第２条第２

項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第３項第１号に規定する太陽

光、同項第２号に規定する風力及び同項第５号に規定するバイオマスをエネルギー源

とする設備及び系統用蓄電池（電力系統に直接接続する蓄電池をいう。以下同じ。）

並びにこれらの附属設備（送電に係る電柱等を除く。）をいう。 

(2) 事業者 市内において再生可能エネルギー発電設備を設置し、発電、蓄電又は放 
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電を行う事業（樹木の伐採及び切土、盛土、埋土等の造成工事を含む。以下「事業」

という。）を計画し、これを実施し、又は維持管理を行う者（発電設備の設置若しく

は維持管理又は発電、蓄電若しくは放電に関する業務の全部又は一部について委託を

受ける者を含む。）をいう。 

(3) 同一事業者とみなす事業者 複数の事業者が事業を行う場合において、次のいず 

れかに該当する者をいう。 

ア 複数の事業者が個人であって、２親等以内の関係にある場合 

イ 複数の事業者が法人又は団体であって、代表者が同一であり、又は構成する役員

の半数以上が同一である場合 

ウ 複数の事業者が送電設備を共同で使用する場合 

エ その他その実態等から同一事業者とみなすことができる場合 

(4) 事業者等 事業者又は同一事業者とみなす事業者をいう。 

(5) 事業区域 事業を行う一団の土地をいう。 

(6) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

(7) 工事施工者 事業に関する工事を請け負った者及び請負契約によらないで自ら工事 

を行う者をいう。 

(8) 近隣関係者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 事業区域に隣接する土地について、所有権又は借地権（建築物（建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の

所有を目的とする地上権又は賃借権（臨時設備の設置その他一時使用のため設定さ

れたことが明らかなものを除く。）をいう。）を有する者 

イ 事業区域に隣接する土地に存在する建築物について、所有権、使用貸借による権

利又は賃借権を有する者 

ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２に規定する地縁による団

体その他これに類する団体であって、事業区域内又は事業区域に隣接する土地に所

在する団体 

エ 再エネ特措法に基づく「説明会及び事前周知措置ガイドライン」（令和６年２月

資源エネルギー庁）に規定する周辺地域の住民 

オ その他これらのものと同程度の影響を受けると市長が認める者 

（市の責務） 

第４条 市は、第２条に規定する基本理念にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用を

図るよう必要な措置を講ずるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、第２条に規定する基本理念にのっとり、市の施策及びこの条例に定める
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手続の実施に協力するよう努めるものとする。 

（土地所有者等の責務） 

第６条 土地所有者等は、事業により、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しく

は生活環境への被害等が発生することがないよう、当該土地を適正に管理しなければ

ならない。 

（事業者等の責務） 

第７条 事業者等は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、

又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することがないよう十分配慮するととも

に、近隣関係者との良好な関係を保たなければならない。 

（適用事業） 

第８条 この条例の規定は、再生可能エネルギー発電設備の発電出力の合計（以下「発電

出力」という。）が１０キロワット以上の事業に適用する。ただし、建築物の屋根、屋

上又は壁面に設置するもの又は建築物での消費を目的とするものであって、当該建築

物の同一敷地内に設置するものについてはこの限りでない。 

２ 前項に規定する発電出力は、規則で定める実質的に一体と認められる場所で、複数の

再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、合算したものとする。 

３ この条例の規定は、既存の再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、前２

項に規定する発電出力以上となる事業についても適用する。 

（抑制区域） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち特に必要と認められるものを、

事業を抑制する区域（以下「抑制区域」という。）として指定できる。 

(1) 豊かな自然環境が保たれ、貴重な資源として認められること。 

(2) 優れた景観が良好な状態に保たれていること。 

(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。 

(4) 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがあること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業により周辺地域に著しい影響を及ぼすおそれがあ 

ること。 

２ 前項の抑制区域の範囲は、規則で定める。  

（事前協議） 

第１０条 事業者等は、第１２条第１項又は同条第２項の規定による届出（同項の規定に

よる届出のうち変更の内容が軽微であると市長が認めるものを除く。）をしようとする

ときは、当該届出に係る事業に着手しようとする日前６月までに、次に掲げる事項に

ついて市長と協議しなければならない。 

(1) 事業計画の立案に関すること。 
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(2) 再生可能エネルギー発電設備の設計及び施工に関すること。 

(3) 再生可能エネルギー発電設備の維持管理並びに撤去及び処分に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置を確保する 

ために市長が必要と認める事項 

（近隣関係者に対する説明等） 

第１１条 事業者等は、次条の規定による届出を行う前に、近隣関係者に対して、当該届

出に係る事業計画について説明会を開催しなければならない。 

２ 前項の規定による説明会の開催に当たっては、事業者等は、事業計画について近隣関

係者の理解が得られるよう努めなければならない。 

３ 近隣関係者は、規則で定めるところにより、第１項の規定による説明会を開催した事

業者等に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。 

４ 前項の規定による意見の申出があったときは、当該事業者等は、規則で定めるところ

により、当該申出をした近隣関係者と協議しなければならない。 

（届出） 

第１２条 事業者等は、事業を実施しようとするときは、前条の規定による近隣関係者に

対する説明会の実施状況を記録した書類を添えて、規則で定めるところにより、市長

に届け出なければならない。 

２ 事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更（規則に定める軽微な変更を除

く。）が生じたときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出

なければならない。 

（同意） 

第１３条 事業者等は、事業を実施しようとするとき及び既に実施している事業を変更

（軽微な変更を除く。）しようとするときは、市長の同意を得なければならない。ただ

し、次の各号のいずれにも該当するときは前条の届出をすることで同意を得たものと

みなす。 

(1) 事業区域が抑制区域以外に位置するものであること。 

(2) 発電出力が５０キロワット未満であること。 

(3) 事業区域に隣接又は近接する土地に既に届出、同意又は設置されている別の事業が 

ある場合において、規則で定める累積的な環境影響が想定される規模未満であること。 

（同意の基準） 

第１４条 前条の規定による市長の同意は、当該事業の内容が規則で定める基準に適合し

ていると認めるときに行うものとする。 

２ 市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域に位置する場合又は規則で定める条件に

該当する場合は、原則として同意しないものとする。ただし、市長がこの条例の目的
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に照らして支障がないと認めるものにあっては、この限りでない。 

３ 市長は、事業計画に同意をするときは、自然環境若しくは景観の維持又は災害若しく

は生活環境への被害等の発生の防止のために必要な条件を付すことができる。 

（関係書類の閲覧） 

第１５条 事業者等は、規則で定めるところにより、当該事業を行っている間は、近隣関

係者の求めに応じ、市長に提出した書類の写しを閲覧させなければならない。 

（着手等の届出） 

第１６条 事業者等は、当該事業の着手、中止、再開又は廃止をするときは、規則で定め

るところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、発電出力が 

５０キロワット未満の設備を設置する場合は、着手の届出を省略することができる。 

（完了の届出等） 

第１７条 事業者等は、当該再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了したときは、

規則で定めるところにより、完了した日から起算して１０日以内に、その旨を市長に

届け出なければならない。当該設備を撤去したときも同様とする。 

２ 市長は、第１３条の規定による同意を得た事業者等から、前項の規定による届出が

あったときは、速やかに同意の基準及び付した条件等に適合していることを確認しな

ければならない。 

（事業の承継） 

第１８条 事業者等から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継

した日から起算して１４日以内に市長にその旨を届け出なければならない。 

（維持管理に関する報告等） 

第１９条 事業者等は、保守点検等計画に基づき再生可能エネルギー発電設備を適切に管

理するとともに、その稼働状況について年１回市長に報告しなければならない。また、

設備に異常が確認されたときは、速やかに必要な対策を講じなければならない。 

２ 事業者等は、自然災害、火災等の人為的災害その他の非常事態が発生した場合であっ

て、土砂流出等事業区域周辺への被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したと

きは、直ちに必要な対策を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。 

３ 前２項に規定する場合のほか、近隣関係者その他の市民又は地域の生活環境に影響を

及ぼすおそれがあるときは、市長は、再生可能エネルギー発電設備の維持管理状況に

ついて、事業者等に対し適宜報告を求めることができる。 

（侵入防止措置）  

第２０条 事業者等は、事業区域内に事業者、工事施工者その他の関係者以外の者が容易

に立ち入ることがないよう、フェンスを設置する等の侵入防止措置及び安全対策を講

じなければならない。 
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（報告及び立入調査） 

第２１条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、事業者等に対して報告若

しくは資料の提出を求め、又は職員を事業区域に立ち入らせ、当該事業に関する事項

について調査させ、若しくは事業者、工事施工者、土地所有者その他の関係者（以下

「事業関係者」という。）に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（指導、助言及び勧告） 

第２２条 市長は、必要があると認めるときは、事業者等に対して、必要な措置を講ずる

よう指導又は助言を行うことができる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者等に対し期限を定めて必要な

措置を講ずるよう勧告することができる。 

(1) 第１２条、第１６条若しくは第１７条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の 

届出をしたとき。 

(2) 第１３条の同意を得ずに事業に着手したとき。 

(3) 第１９条第３項の規定による報告及び前条第１項の規定による報告若しくは資料の 

提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 

(4) 前条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、同項の規定によ 

る質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。 

(5) 前項の規定による指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。 

（公表） 

第２３条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた事業者等が、正当な理由なく当

該勧告に従わないときは、当該事業者等の氏名及び住所（法人の場合にあっては、名

称、所在地及び代表者氏名）並びに当該勧告の内容を国及び県へ報告するとともに、

公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により国及び県へ報告及び公表をしようとするときは、あらかじ

め事業者等に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（他自治体の条例との関係） 

第２４条 事業者等は、事業区域が御殿場市と他の自治体にまたがる再生可能エネルギー

発電設備を設置する場合は、その適正な設置、維持管理、廃棄等に関し、当該他の自

治体において適用される関係法令のほか、この条例の規定に基づき、適正に手続をし

なければならない。 
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（委任） 

第２５条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定は、施行日以後に関係法令に基づく許認可等の申請又は届出を行う事

業について適用する。 

３ 施行日前において、関係法令に基づく許認可等の申請又は届出を行っている事業（設

置工事が完了しているものを含む。以下同じ。）については、この条例の第１８条、第

１９条第２項、同条第３項及び第２０条から第２３条までの規定を適用する。 

４ 施行日前において、関係法令に基づく許認可等の申請又は届出を行っている事業で

あって、施行日以後に規則で定める変更をしようとするものについては、この条例の

規定を適用する。 

（準備行為） 

５ 第１０条の規定による協議、第１１条第１項の規定による説明、同条第４項の規定に

よる協議、第１２条第１項の規定による届出、第１３条の規定による同意、第１６条

の規定による届出、第１７条第１項の規定による届出、第２２条第１項の規定による

指導及び助言並びに同条第２項の規定による勧告並びにこれらに関し必要な手続その

他の行為は、この条例の施行前においても、第１０条、第１１条、第１２条第１項、

第１３条、第１６条、第１７条第１項及び第２２条の規定の例により行うことができ

る。 
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議案第１７号 

  

御殿場市行政手続条例の一部を改正する条例制定について 

  

御殿場市行政手続条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  

  令和８年２月２０日 提 出 

  

御殿場市長 勝 又 正 美 

  

御殿場市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

御殿場市行政手続条例（平成９年御殿場市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行

政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁

の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次

の１項を加える。  

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第

３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書

面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則

で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公

示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当

該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状

態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を

開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。  

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」を加

え、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、

「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。  

第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項第３号」

を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第３号」に、「同条第

３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」
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に改める。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年５月２１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置）  

２ この条例による改正後の御殿場市行政手続条例の規定は、施行日以後にする通知につ

いて適用し、施行日前にした通知については、なお従前の例による。  
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議案第１８号 

  

御殿場市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

  

 御殿場市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  

  令和８年２月２０日 提 出 

  

御殿場市長 勝 又 正 美 

  

   御殿場市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 御殿場市手数料条例（昭和５８年御殿場市条例第３９条）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

手数料の種類及び額は、次のとおりとする。 

(1) 印鑑登録証明（多機能端末機（本市の電子計算組織と電子通信回路により接続さ 

れた端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を使用することにより自動で証明書

を交付するものをいう。以下同じ。）を利用して交付する場合を除く。） １枚につき

３００円 

(2) 印鑑登録証明（多機能端末機を利用して交付する場合に限る。） １枚につき 

 ２００円 

(3) 印鑑登録証の交付 １枚につき３００円 

(4) 身分に関する証明 １枚につき３００円 

(5) 生存、失そうに関する証明 １枚につき３００円 

(6) 住民票の写しの交付（多機能端末機を利用して交付する場合を除く。） １認証に 

つき３００円 

(7) 住民票の写しの交付（多機能端末機を利用して交付する場合に限る。） １認証に 

つき２００円 

(8) 消除された住民票の写しの交付 １枚につき３００円 

(9) 戸籍の附票の写しの交付 １枚につき３００円 

(10) 消除された戸籍の附票の写しの交付 １枚につき３００円 

(11) 不在住証明 １枚につき３００円 

(12) 不在籍証明 １枚につき３００円 

(13) 埋火葬申請書の写しの交付 １枚につき３００円 
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(14) 住民基本台帳の写しの閲覧 閲覧対象者１人につき３００円 

(15) 租税公課に関する証明 １税目１年度につき３００円 

(16) 営業、職業に関する証明 １種目につき３００円 

(17) 土地、建物、償却資産に関する証明 １件（土地は１筆、建物は１棟、償却資産 

は種別ごとに１件とする。）につき３００円（１件を超えるものにあっては１筆、１

棟又は１種別増すごとに１００円を加算する。） 

(18) 公簿の閲覧 １冊につき３００円 

(19) 公文書、図面の閲覧 １件（公文書は１事件を、図面は１枚を１件とする。）に 

つき３００円 

(20) 公簿、公文書、図面の証明又は謄本、抄本の交付 １件（公簿、公文書は原文１ 

枚を、図面のうち土地は１筆、建物は１棟を１件とする。）につき３００円 

(21) 副図の複写 １枚につき３００円 

(22) 官有土地使用願の奥書証明 １枚につき３００円 

(23) 農地、農耕作に関する証明 １枚につき３００円 

(24) 農地台帳の閲覧 １筆につき３００円 

(25) 農地台帳の記録事項要約書の交付 １筆につき３００円 

(26) 地籍調査成果等閲覧及び証明、基準杭使用許可 １筆につき３００円（１筆増す 

ごとに１００円を加算する。） 

(27) 無職証明 １枚につき３００円 

(28) 市街化区域、市街化調整区域又は地域地区に関する証明 １筆につき３００円 

（１筆増すごとに１００円を加算する。） 

(29) 造成工事完了証明書の原本証明 １件につき３００円 

(30) 市営住宅入居等に関する証明 １枚につき３００円 

(31) 土地境界承認の証明 １枚につき３００円 

(32) 車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）に適合していることに関する証明 １ 

枚につき３００円 

(33) 占用許可に関する証明 １枚につき３００円 

(34) 特殊車両の通行許可証の交付 １件につき１，５００円 

(35) 公文書、図面、図書等の複写 次に掲げるとおりとする。 

ア Ａ３判まで １面につき３０円 

  イ Ａ２判 １面につき３５０円 

  ウ Ａ１判 １面につき７００円 

  エ Ａ０判 １面につき１，４００円 

(36) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 １通につき４５０円 
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(37) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（電子情報処理組織による方法（地方公共 

団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令

（平成１２年自治省令第５号）に規定する方法に限る。以下同じ。）による場合及び

当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍

証明書の交付を同時に行う場合を除く。） １符号につき４００円 

(38) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 １認証につき３５０円 

(39) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 １通につき７５０円 

(40) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行（電子情報処理組織による方法による場合 

及び当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項の除かれた戸籍の謄本若しくは

抄本又は除籍証明書の交付を同時に行う場合を除く。） １符号につき７００円 

(41) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 １認証につき４５０円 

(42) 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届書その他の書類の記載事項 

の証明書の交付 １通につき３５０円 

(43) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書 

の交付 １通につき１，４００円 

(44) 戸籍の届書その他の書類の閲覧 １書類につき３５０円 

(45) 自動車の臨時運行の許可の申請 １両につき７５０円 

(46) 住宅用家屋証明の申請 １件につき１，３００円 

(47) 建築確認台帳記載事項証明書の交付 １枚につき４５０円 

(48) 建築物に関する確認の申請又は計画通知に係る審査 １件につき別表第１のとお 

りとする。 

(49) 建築物に関する完了検査の申請又は完了通知に係る検査 １件につき別表第２の 

とおりとする。 

(50) 建築物に関する中間検査の申請又は特定工程完了通知に係る検査 １件につき別 

表第３のとおりとする。 

(51) 建築設備に関する確認の申請等 建築設備１件につき別表第４のとおりとする。 

(52) 工作物に関する確認の申請等 次に掲げるとおりとする。 

  ア 確認の申請又は計画通知に係る審査（イに掲げるものを除く。） 工作物１件に

つき１７，７００円 

  イ 確認済証の交付を受けた計画の変更 工作物１件につき９，７００円 

  ウ 完了検査の申請又は完了通知に係る検査 工作物１件につき２２，９００円 

(53) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定の申請 １件につき 

 １２３，９００円 

(54) 建築物の敷地と道路との関係の特例認定の申請 １件につき２８，４００円 
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(55) 仮設建築物の建築許可の申請 １件につき１２３，９００円 

(56) 総合的設計による一団地の建築物の特例認定の申請 次に掲げるとおりとする。 

  ア 建築物の数が２である場合 １件につき８０，２００円 

  イ 建築物の数が３以上である場合 １件につき建築物の数から２を減じた数に 

   ２９，５００円を乗じて得た額に８０，２００円を加えた額 

(57) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定の申請 次に掲げる 

とおりとする。 

ア 既存建築物を除く建築物の数が１である場合 １件につき８０，２００円 

  イ 既存建築物を除く建築物の数が２以上である場合 １件につき建築物の数から１

を減じた数に２９，５００円を乗じて得た額に８０，２００円を加えた額 

(58) 総合的設計による認定に係る区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の 

建築認定の申請 次に掲げるとおりとする。 

  ア 一敷地内認定建築物を除く建築物の数が１である場合 １件につき８０，２００

円 

  イ 一敷地内認定建築物を除く建築物の数が２以上である場合 １件につき建築物の

数から１を減じた数に２９，５００円を乗じて得た額に８０，２００円を加えた額 

(59) 総合的設計により認定を受けた複数建築物の認定取消しの申請 １件につき建築 

物の数に１２，５００円を乗じて得た額に６，７００円を加えた額 

(60) 総合的設計による一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、 

建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請 １件に

つき２８，４００円 

(61) 既存の建築物について行う２以上の工事の全体計画に関する認定の申請又は変更 

に関する認定の申請 １件につき２８，４００円 

(62) 既存の建築物について行う２以上の工事の用途変更に伴う工事の全体計画に関す 

る認定の申請又は変更に関する認定の申請 １件につき２８，４００円 

(63) 用途を変更して一時的に興行場等として使用する建築物に関する許可の申請 １ 

件につき１２３，９００円 

(64) 優良宅地造成の認定の申請等 １件につき別表第５のとおりとする。 

(65) 長期優良住宅建築等計画の認定の申請（新築の場合に限る。） 次に掲げるとお 

りとする。 

ア 登録住宅性能評価機関（住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律

第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。）が

交付した確認書（住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項に規定す

る確認書をいう。以下同じ。）又は登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価
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書（住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項の住宅性能評価書をいう。

以下同じ。）を添付する場合 １件につき別表第６のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第７のとおりとする。 

(66) 長期優良住宅建築等計画の認定の申請（新築の場合を除く。） 次に掲げるとお 

りとする。 

ア 確認書を添付する場合 １件につき別表第８のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第９のとおりとする。 

(67) 長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請（新築の場合に限る。） 次に掲げる 

とおりとする。 

ア 確認書又は住宅性能評価書を添付する場合（軽微な変更を除く。） １件につき

別表第１０のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第１１のとおりとする。 

(68) 長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請（新築の場合を除く。） 次に掲げる 

とおりとする。 

ア 確認書を添付する場合 １件につき別表第１２のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第１３のとおりとする。 

(69) 低炭素建築物新築等計画の認定の申請 次に掲げるとおりとする。 

ア 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証（市長が定める機関が交付した

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第１項第

１号に掲げる基準に適合することを証する書面をいう。以下同じ。）を添付する場

合 １件につき別表第１４のとおりとする。 

  イ その他の場合 １件につき別表第１５のとおりとする。 

(70) 低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請 次に掲げるとおりとする。 

ア 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 １件につき別

表第１６のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第１７のとおりとする。 

(71) 低炭素建築物新築等計画に係る軽微変更に該当する証明の申請 次に掲げるとお 

りとする。 

ア 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 １件につき別

表第１８のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第１９のとおりとする。 

(72) 建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定 次に掲げるとおりとする。 

ア 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合又は建築

物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交通省
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令第１号。以下「基準省令」という。）第４条第３項第２号若しくは第１３条第３

項第２号の規定を適用する場合であって、判定に係る部分が共用部分のみの建築物

の場合 １件につき別表第２０のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第２１のとおりとする。 

(73) 建築物のエネルギー消費性能の変更に係る適合性の判定 次に掲げるとおりとす 

る。 

ア 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合又は基準

省令第４条第３項第２号若しくは第１３条第３項第２号の規定を適用する場合で

あって、判定に係る部分が共用部分のみの建築物の場合 １件につき別表第２２の

とおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第２３のとおりとする。 

(74) 建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請 次に掲げるとおりと 

する。 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証（市長が定める機関

が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省エネ法」という。）第３０条第１項第１号に掲げる基準に

適合することを証する書面をいう。以下同じ。）を添付する場合 １件につき別表

第２４のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第２５のとおりとする。 

(75) 建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る変更認定の申請 次に掲げるとお 

りとする。 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 １

件につき別表第２６のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第２７のとおりとする。 

(76) 建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定に係る軽微変更に該当する証明 

の申請 次に掲げるとおりとする。 

ア 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合又は基準

省令第４条第３項第２号若しくは第１３条第３項第２号の規定を適用する場合で

あって、判定に係る部分が共用部分のみの建築物の場合 １件につき別表第２８の

とおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第２９のとおりとする。 

(77) 建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る軽微変更に該当する証明の申請  

 次に掲げるとおりとする。 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 １
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件につき別表第３０のとおりとする。 

イ その他の場合 １件につき別表第３１のとおりとする。 

(78) 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付の申請 １件につき３，４００円 

(79) 死亡獣畜取扱場設置の許可の申請 １件につき１６，８００円 

(80) 動物の飼養又は収容の許可の申請 １件（１個の施設又は同一構内にある数個の 

施設について、同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該申請を１件とみな

す。）につき８，６００円 

(81) 犬の登録 １頭につき３，０００円 

(82) 犬の狂犬病予防注射済票の交付 １枚につき５５０円 

(83) 犬の鑑札の再交付 １枚につき１，６００円 

(84) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 １枚につき３４０円 

(85) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発許可申 

請 次に掲げる面積の区分に応じた金額 

  ア ０．１ヘクタール未満 １件につき８，６００円 

  イ ０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満 １件につき２２，２００円 

  ウ ０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満 １件につき４３，３００円 

  エ ０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満 １件につき８６，１００円 

  オ １．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満 １件につき１３０，１００円 

  カ ３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満 １件につき１６９，９００円 

  キ ６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満 １件につき２２０，０００円 

 ク １０．０ヘクタール以上 １件につき３００，５００円 

(86) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務 

の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発許可申請 次に掲げる面

積の区分に応じた金額 

  ア ０．１ヘクタール未満 １件につき１３，０００円 

 イ ０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満 １件につき３０，４００円 

  ウ ０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満 １件につき６４，６００円 

  エ ０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満 １件につき１１９，６００円 

  オ １．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満 １件につき２００，０００円 

  カ ３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満 １件につき２７０，１００円 

  キ ６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満 １件につき３３９，７００円 

  ク １０．０ヘクタール以上 １件につき４８０，３００円 

(87) その他の開発行為許可申請 次に掲げる面積の区分に応じた金額 

  ア ０．１ヘクタール未満 １件につき８６，１００円 
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  イ ０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満 １件につき１３０，３００円 

  ウ ０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満 １件につき１９０，３００円 

  エ ０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満 １件につき２６０，４００円 

  オ １．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満 １件につき３９０，４００円 

  カ ３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満 １件につき５１０，０００円 

  キ ６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満 １件につき６６０，１００円 

  ク １０．０ヘクタール以上 １件につき８６９，８００円 

(88) 開発行為変更許可申請 １件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、当該額 

が８６９，８００円を超えるときは、８６９，８００円とする。 

  ア 開発行為に関する設計の変更（イのみに該当する場合を除く。）については、開

発区域の面積（イに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、

開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積）に応じ第８５号

から第８７号までに規定する額に１０分の１を乗じて得た額 

  イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第３０条第１項第１号から第４号までに掲げる事項の変更については、新たに編入

される開発区域の面積に応じ第８５号から第８７号までに規定する額 

  ウ その他の変更については、１０，３００円 

(89) 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請 １件につき４６，１００円 

(90) 予定建築物等以外の建築等許可申請 １件につき２５，８００円 

(91) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請 次に掲げ 

る面積の区分に応じた金額 

  ア ０．１ヘクタール未満 １件につき６，９００円 

  イ ０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満 １件につき１７，９００円 

  ウ ０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満 １件につき３８，９００円 

  エ ０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満 １件につき６９，３００円 

  オ １．０ヘクタール以上 １件につき９６，８００円 

(92) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 次に掲げる面積等の区分に応じた金額 

  ア 自己の居住用又は業務用であって開発区域の面積が１ヘクタール未満 １件につ

き１，６００円 

  イ 自己の居住用又は業務用であって開発区域の面積が１ヘクタール以上 １件につ

き２，７００円 

  ウ ア及びイ以外のもの １件につき１７，０００円 

(93) 開発登録簿の写しの交付 用紙１枚ごとに４７０円 

(94) 屋外広告物許可の申請 別表第３２のとおりとする。 
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(95) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３８条第６項において読み替えて 

準用する同条第４項（同法第６６条及び他の法律において準用する場合を含む。）並

びに同法第８１条第３項において読み替えて準用する同法第７８条第４項の手数料 

無料。ただし、当該手数料に係る写しの作成及び送付に要する費用は請求者の負担と

し、御殿場市が保有する公文書及び保有個人情報が記録された公文書の写しの交付に

要する費用等を定める要綱（平成１７年御殿場市告示第５４号）の例による。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第３号及

び第４号中「別表建築物の建築確認の申請等の部から建築物のエネルギー消費性能に係る

適合性の判定に係る軽微変更に該当する証明の申請の部」を「第２条第１項第４８号から

第７７号」に改め、同項第５号中「別表建築物の建築確認の申請等の部第１項又は第５項」

を「第２条第１項第４８号、第４９号、第５１号又は第５２号」に改め、同条第２項第１

号中「別表」を「第２条第１項」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

建築物に関する確認の申請又は計画通知に係る審査 

区分 手数料の額 

申請に係る床面積の合計（以下

「対象床面積」という。）が 

３０平方メートル以内のもの 

申請等に係る建築物（以下

「申請等建築物」という｡）

の全てが建築基準法第６条の

４第１項各号に掲げる建築物

である場合 

１１，１００円 

その他の場合 １４，９００円 

対象床面積が３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内

のもの 

申請等建築物の全てが建築基

準法第６条の４第１項各号に

掲げる建築物である場合 

１９，１００円 

その他の場合 ２９，２００円 

対象床面積が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以

内のもの 

申請等建築物の全てが建築基

準法第６条の４第１項各号に

掲げる建築物である場合 

２５，３００円 

 その他の場合 ４０，２００円 

対象床面積が２００平方メートルを超え３００平方メートル以

内のもの 

５３，２００円 

対象床面積が３００平方メートルを超え５００平方メートル以 ７６，３００円 
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内のもの  

対象床面積が５００平方メートルを超えるもの １３４，２００円 

備考 建築物に関する確認の申請又は計画通知に係る審査に係る対象床面積の算定及

び手数料は、次のように取り扱うものとする。 

(1) 対象床面積は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算

定する。 

ア 建築物を建築する場合（イに掲げる場合及び移転する場合を除く。） 当該建

築に係る部分の床面積 

イ 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（移転

する場合を除く。） 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の

増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積） 

ウ 建築物を移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合（エに掲げる場合

を除く。） 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１ 

エ 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転、大規模の修繕

又は大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る床面積の２分の１ 

(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項（同法第８条第２項におい

て同条同項を準用する場合を含む。）の規定により申し出る場合 上表に掲げる手

数料の額と第２条第６５号から第６８号までに掲げる手数料の額とを合わせた額 

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項（同法第５５条第２項におい

て同条同項を準用する場合を含む。）の規定により申し出る場合 上表に掲げる手

数料の額と第２条第６９号及び第７０号に掲げる手数料の額とを合わせた額 

 (4) 建築物省エネ法第３０条第２項の規定により申し出る場合 上表に掲げる手数 

料の額と第２条第７４号に掲げる手数料の額とを合わせた額 

(5) 建築物省エネ法第３１条第２項において準用する同法第３０条第２項の規定によ

り申し出る場合 上表に掲げる手数料の額と第２条第７５号に掲げる手数料の額と

を合わせた額 

(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年国土交

通省令第５号）第２条第１号又は第２項の規定が適用される建築物（認定建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合を除く。）の場合 １棟

ごとに、上表に掲げる手数料の額と次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表右欄に掲げる額とを合わせた額 

区分 手数料の額 
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建築物の建築を

する場合（確認

を受けた建築物

の計画を変更し

て建築物を建築

す る 場 合 を 除

く。） 

一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用

途に供する部分を有しないものに限る。

以下同じ。） 

１４，０００円 

 

共同住宅等（共同

住宅、長屋その他

の一戸建ての住宅

以 外 の 住 宅 を い

う。以下同じ。）

の住戸部分 

申請に係る戸数（以

下「申請戸数」とい

う。）が１戸のもの 

１４，０００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

２５，５００円 

申請戸数が６戸以上 

１０戸以下のもの 

３５，４００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

４８，０００円 

建築物の建築を

する場合（確認

を受けた建築物

の計画を変更し

て建築物を建築

す る 場 合 に 限

る。） 

一戸建ての住宅 ７，０００円 

共同住宅等の住戸

部分 

申請戸数が１戸のも

の 

７，０００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

１２，７００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

１７，７００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

２４，０００円 

 別表第１の次に次の３１表を加える。 

別表第２（第２条関係） 

建築物に関する完了検査の申請又は完了通知に係る検査 

区分 手数料の額 

中間検査

及び特定

工程の指

定なし 

対 象 床 面 積 が ３ ０ 平 方

メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建

築基準法第６条の４第１

項各号に掲げる建築物で

ある場合 

１３，６００円 

その他の場合 １９，３００円 

対 象 床 面 積 が ３ ０ 平 方

メートルを超え１００平

方メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建

築基準法第６条の４第１

項各号に掲げる建築物で 

１８，５００円 
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  ある場合  

その他の場合 ２８，０００円 

対象床面積が１００平方

メートルを超え２００平

方メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建

築基準法第６条の４第１

項各号に掲げる建築物で

ある場合 

２５，４００円 

その他の場合 ４０，７００円 

対象床面積が２００平方メートルを超え３００平方

メートル以内のもの 

５５，２００円 

対象床面積が３００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの 

６０，９００円 

対象床面積が５００平方メートルを超えるもの ７４，９００円 

中間検査

及び特定

工程の指

定あり 

対 象 床 面 積 が ３ ０ 平 方

メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建

築基準法第６条の４第１

項各号に掲げる建築物で

ある場合 

１２，６００円 

その他の場合 １８，３００円 

対 象 床 面 積 が ３ ０ 平 方

メートルを超え１００平

方メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建

築基準法第６条の４第１

項各号に掲げる建築物で

ある場合 

１７，５００円 

その他の場合 ２７，０００円 

対象床面積が１００平方

メートルを超え２００平

方メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建

築基準法第６条の４第１

項各号に掲げる建築物で

ある場合 

２３，４００円 

その他の場合 ３８，７００円 

対象床面積が２００平方メートルを超え３００平方

メートル以内のもの 

５３，２００円 

対象床面積が３００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの 

５８，９００円 

対象床面積が５００平方メートルを超えるもの ７１，９００円 

備考 建築物に関する完了検査の申請又は完了通知に係る検査に係る対象床面積の算
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定及び手数料は、次のように取り扱うものとする。 

(1) 対象床面積は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算

定する。 

ア 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。） 当該建築に係る部分の床面 

 積 

イ 建築物を建築した場合（移転した場合に限る。） 当該移転に係る部分の床面 

積の２分の１ 

ウ 建築物を大規模の修繕又は大規模の模様替をした場合 当該修繕又は模様替に 

係る部分の床面積の２分の１ 

(2) 建築物省エネ法第１０条第１項の規定が適用される建築物（建築基準法第６条の

４第１項第３号に揚げる建築物及び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第 

４０号）第４条第１項第４号ハの検査報告書又はその写しに係る建築物を除く。）

の場合 １棟ごとに、上表に揚げる手数料の額と次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表右欄に掲げる手数料の額とを合わせた額 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ４，０００円 

共同住宅等の住戸部分 申請戸数が１戸のもの ４，０００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

４，８００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

１１，０００円 

申請戸数が１１戸以上のもの １５，６００円 

共同住宅等の共用部分

（基準省令第４条第３項

第１号又は第１３条第３

項第１号の規定を適用す

る 建 築 物 の 場 合 に 限

る。） 

 

床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの 

２，１００円 

床面積の合計が３０平方メー

トルを超え、１００平方メー

トル以内のもの 

２，８００円 

床面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平方

メートル以内のもの 

４，０００円 

床面積の合計が２００平方

メートルを超えるもの 

６，０００円 

共同住宅等の住戸部分及 床面積の合計が３０平方メー ２，１００円 
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び共用部分以外の部分で

あって、工場等の用途に

供する部分を除いた部分 

トル以内のもの  

床面積の合計が３０平方メー

トルを超え、１００平方メー

トル以内のもの 

２，８００円 

床面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平方

メートル以内のもの 

４，０００円 

床面積の合計が２００平方

メートルを超えるもの 

６，０００円 

共同住宅等の工場等の用

途に供する部分 

床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの 

３６０円 

床面積の合計が３０平方メー

トルを超え、１００平方メー

トル以内のもの 

５１０円 

床面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平方

メートル以内のもの 

１，１００円 

床面積の合計が２００平方

メートルを超えるもの 

１，４００円 

その他の建築物の工場等

の用途に供する部分を除

いた部分 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの 

２，１００円 

床面積の合計が３０平方メー

トルを超え、１００平方メー

トル以内のもの 

２，８００円 

床面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平方

メートル以内のもの 

４，０００円 

床面積の合計が２００平方

メートルを超えるもの 

６，０００円 

その他の建築物の工場等

の用途に供する部分 

  

 

床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの 

３６０円 

床面積の合計が３０平方メー

トルを超え、１００平方メー 

５１０円 
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トル以内のもの  

床面積の合計が１００平方

メートルを超え、２００平方

メートル以内のもの 

１，１００円 

床面積の合計が２００平方

メートルを超えるもの 

１，４００円 

別表第３（第２条関係） 

建築物に関する中間検査の申請又は特定工程完了通知に係る検査 

区分 手数料の額 

対象床面積の合計が３０平

方メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建築基準法

第６条の４第１項各号に掲げる建

築物である場合 

１３，６００円 

その他の場合 １９，９００円 

対象床面積の合計が３０平

方メートルを超え１００平

方メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建築基準法

第６条の４第１項各号に掲げる建

築物である場合 

１７，９００円 

その他の場合 ２８，０００円 

対象床面積の合計が１００

平方メートルを超え２００

平方メートル以内のもの 

申請等建築物の全てが建築基準法

第６条の４第１項各号に掲げる建

築物である場合 

２４，０００円 

その他の場合 ３９，５００円 

対象床面積の合計が２００平方メートルを超え３００平方メー

トル以内のもの 

５４，７００円 

対象床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平方メー

トル以内のもの 

５６，７００円 

対象床面積の合計が５００平方メートルを超えるもの ６２，１００円 

別表第４（第２条関係） 

建築設備に関する確認の申請等 

区分 手数料の額 

確認の申請又は計画通知に係る審

査（確認済証の交付を受けた計画

の変更を除く。） 

小荷物専用昇降機 ９，７００円 

上記以外の建築設備 ２０，９００円 

 

確認済証の交付を受けた計画の変 小荷物専用昇降機 ６，８００円 
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更 上記以外の建築設備 １０，５００円 

完了検査の申請又は完了通知に係

る検査 

小荷物専用昇降機 １８，８００円 

上記以外の建築設備 ３１，４００円 

別表第５（第２条関係） 

優良宅地造成の認定の申請等 

区分 手数料の額 

優良宅地造成の認定の申請 ８６，０００円 

優良住宅新築

の認定の申請 

対象床面積が１００平方メートル以内のもの ６，２００円 

対象床面積が１００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの 

８，６００円 

対 象 床 面 積 が ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え  

２，０００平方メートル以内のもの 

１３，１００円 

対象床面積が２，０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

３５，１００円 

対象床面積が１万平方メートルを超えるもの ４３，１００円 

別表第６（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の認定の申請（新築の場合に限る。） 確認書又は住宅性能評

価書を添付する場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 １６，１００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの １６，１００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ２７，５００円 

申請戸数が６戸以上のもの ４３，０００円 

別表第７（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の認定の申請（新築の場合に限る。） その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ５３，１００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの ５３，１００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの １１９，２００円 

申請戸数が６戸以上のもの １８９，４００円 

別表第８（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の認定の申請（新築の場合を除く。） 確認書を添付する場合 

区分 手数料の額 
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一戸建ての住宅 ２３，２００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの ２３，２００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ３８，９００円 

申請戸数が６戸以上のもの ６２，２００円 

別表第９（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の認定の申請（新築の場合を除く。） その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ７７，８００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの ７７，８００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの １７７，６００円 

申請戸数が６戸以上のもの ２８２，６００円 

別表第１０（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請（新築の場合に限る。） 確認書又は住宅性

能評価書を添付する場合（軽微な変更を除く。） 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 １２，８００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの １２，８００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ２１，２００円 

申請戸数が６戸以上のもの ３４，９００円 

別表第１１（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請（新築の場合に限る。） その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ３１，０００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの ３１，０００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ６７，４００円 

申請戸数が６戸以上のもの １０７，３００円 

別表第１２（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請（新築の場合を除く。） 確認書を添付する

場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 １７，８００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの １７，８００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ３０，４００円 
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 申請戸数が６戸以上のもの ４９，６００円 

別表第１３（第２条関係） 

長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請（新築の場合を除く。） その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ４６，０００円 

共同住宅等 申請戸数が１戸のもの ４６，０００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの １００，７００円 

申請戸数が６戸以上のもの １６０，６００円 

別表第１４（第２条関係） 

低炭素建築物新築等計画の認定の申請 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適

合証を添付する場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ５，５００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの ５，５００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの １０，７００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの １８，１００円 

申請戸数が１１戸以上のもの ３０，７００円 

共同住宅等の共用部分 １０，７００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 １０，７００円 

その他の建築物 １０，７００円 

別表第１５（第２条関係） 

低炭素建築物新築等計画の認定の申請 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第１

項第１号の経済産業大

臣、国土交通大臣及び環

境大臣が定める基準のう

ち住宅に関し市長が別に

定めるもの（以下この

表、別表第１７及び別表

第１９において「仕様基

準」という。） 

１９，２００円 
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 仕様基準以外のもの ３８，８００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 １９，２００円 

仕様基準以外のもの ３８，８００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 ３７，０００円 

仕様基準以外のもの ７８，０００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 ５３，２００円 

仕様基準以外のもの １１０，２００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ７８，０００円 

仕様基準以外のもの １５５，３００円 

共同住宅等の共用部分 １２２，４００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第１

項第１号の経済産業大

臣、国土交通大臣及び環

境大臣が定める基準のう

ち非住宅に関し市長が別

に定めるもの（以下この

表、別表第１７及び別表

第１９において「モデル

建物法」という。） 

９７，６００円 

モデル建物法以外のもの ２５４，４００円 

その他の建築物 モデル建物法 ９７，６００円 

モデル建物法以外のもの ２５４，４００円 

別表第１６（第２条関係） 

低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審

査適合証を添付する場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ３，３００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの ３，３００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ６，６００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの １０，６００円 

申請戸数が１１戸以上のもの １８，１００円 

共同住宅等の共用部分 ６，６００円 
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共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 ６，６００円 

その他の建築物 ６，６００円 

別表第１７（第２条関係） 

低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 仕様基準 １０，０００円 

仕様基準以外のもの ２０，２００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 １０，０００円 

仕様基準以外のもの ２０，２００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 １９，４００円 

仕様基準以外のもの ３９，９００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 ２８，７００円 

仕様基準以外のもの ５７，６００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ４１，８００円 

仕様基準以外のもの ８１，３００円 

共同住宅等の共用部分 ６２，５００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

モデル建物法 ５０，３００円 

モデル建物法以外のもの １２８，７００円 

その他の建築物 モデル建物法 ５０，３００円 

モデル建物法以外のもの １２８，７００円 

別表第１８（第２条関係） 

低炭素建築物新築等計画に係る軽微変更に該当する証明の申請 低炭素建築物新築等

計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 １，５００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの １，５００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ３，１００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの ５，３００円 

申請戸数が１１戸以上のもの ８，９００円 

共同住宅等の共用部分 ３，１００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 ３，１００円 

その他の建築物 ３，１００円 

別表第１９（第２条関係） 
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低炭素建築物新築等計画に係る軽微変更に該当する証明の申請 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 仕様基準 ５，１００円 

仕様基準以外のもの １０，０００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 ５，１００円 

仕様基準以外のもの １０，０００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 ９，６００円 

仕様基準以外のもの １９，７００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 １４，２００円 

仕様基準以外のもの ２８，４００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ２１，１００円 

仕様基準以外のもの ４０，７００円 

共同住宅等の共用部分 ３１，２００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

モデル建物法 ２４，８００円 

モデル建物法以外のもの ６４，０００円 

その他の建築物 モデル建物法 ２４，８００円 

モデル建物法以外のもの ６４，０００円 

別表第２０（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定 認定建築物エネルギー消費性能向

上計画に記載された他の建築物の場合又は基準省令第４条第３項第２号若しくは第 

１３条第３項第２号の規定を適用する場合であって、判定に係る部分が共用部分のみ

の建築物の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ５，５００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの ５，５００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの １０，７００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの １８，１００円 

申請戸数が１１戸以上のもの ３０，７００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号若しくは

第１３条第３項第１号の規定を適用する建築物又は基準省令第

４条第３項第２号若しくは第１３条第３項第２号の規定を適用

する場合であって、判定に係る部分が共用部分のみの建築物の

場合に限る。） 

 １０，７００円 
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共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 １０，３００円 

その他の建築物 １０，３００円 

別表第２１（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 建築物省エネ法第２条第

１項第３号に規定する建

築物エネルギー消費性能

基準及び同法第３０条第

１項第１号に規定する建

築物エネルギー消費性能

誘導基準のうち住宅に関

し市長が別に定めるもの

（以下この表、別表第 

２３、別表第２５、別表

第２７、別表第２９及び

別表第３１において「仕

様基準」という。） 

１９，２００円 

仕様基準以外のもの ３８，８００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 １９，２００円 

仕様基準以外のもの ３８，８００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 ３７，０００円 

仕様基準以外のもの ７８，０００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 ５３，２００円 

仕様基準以外のもの １１０，２００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ７８，０００円 

仕様基準以外のもの １５５，３００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物の場合に限る。） 

１２２，４００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分であって、工場等（工

場、倉庫その他エネルギーの使用の

状況がこれらに類するものをいう。 

建築物省エネ法第２条第

１項第３号に規定する建

築物エネルギー消費性能

基準及び同法第３０条第 

９７，２００円 
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以下同じ。）の用途に供する部分を

除いた部分 

１項第１号に規定する建

築物エネルギー消費性能

誘導基準のうち非住宅に

関し市長が別に定めるも

の（以下この表、別表第

２３、別表第２５、別表

第２７、別表第２９及び

別表第３１において「モ

デル建物法」という。） 

 

モデル建物法以外のもの ２５４，７００円 

共同住宅等の工場等の用途に供する部分 ２１，１００円 

その他の建築物の工場等の用途に供

する部分を除いた部分 

モデル建物法 ９７，２００円 

モデル建物法以外のもの ２５４，７００円 

その他の建築物の工場等の用途に供する部分 ２１，１００円 

別表第２２（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の変更に係る適合性の判定 認定建築物エネルギー消費

性能向上計画に記載された他の建築物の場合又は基準省令第４条第３項第２号若しく

は第１３条第３項第２号の規定を適用する場合であって、判定に係る部分が共用部分

のみの建築物の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ３，３００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの ３，３００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ６，６００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの １０，６００円 

申請戸数が１１戸以上のもの １８，１００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号若しくは

第１３条第３項第１号の規定を適用する建築物又は基準省令第

４条第３項第２号若しくは第１３条第３項第２号の規定を適用

する場合であって、判定に係る部分が共用部分のみの建築物の

場合に限る。） 

６，６００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 ６，３００円 

その他の建築物 ６，３００円 

別表第２３（第２条関係） 
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建築物のエネルギー消費性能の変更に係る適合性の判定 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 仕様基準 １０，０００円 

仕様基準以外のもの ２０，２００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 １０，０００円 

仕様基準以外のもの ２０，２００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 １９，４００円 

仕様基準以外のもの ３９，９００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 ２８，７００円 

仕様基準以外のもの ５７，６００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ４１，８００円 

仕様基準以外のもの ８１，３００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物の場合に限る。） 

６２，５００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分であって、工場等の用途

に供する部分を除いた部分 

モデル建物法 ４９，９００円 

モデル建物法以外のもの １２８，３００円 

共同住宅等の工場等の用途に供する部分 １１，４００円 

その他の建築物の工場等の用途に供

する部分を除いた部分 

モデル建物法 ４９，９００円 

モデル建物法以外のもの １２８，３００円 

その他の建築物の工場等の用途に供する部分 １１，４００円 

別表第２４（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請 建築物エネルギー消費性

能向上計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ５，５００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの ５，５００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの １０，７００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの １８，１００円 

申請戸数が１１戸以上のもの ３０，７００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物の場合に限る。） 

１０，７００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 １０，７００円 
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その他の建築物 １０，７００円 

備考 建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請に係る手数料は、建

築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を記載する場合、申請に係る建築物

と複数棟認定の他の建築物につき、それぞれ上表に掲げる区分に応じた金額を合わ

せた額とする。 

別表第２５（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 仕様基準 １９，２００円 

仕様基準以外のもの ３８，８００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 １９，２００円 

仕様基準以外のもの ３８，８００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 ３７，０００円 

仕様基準以外のもの ７８，０００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 ５３，２００円 

仕様基準以外のもの １１０，２００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ７８，０００円 

仕様基準以外のもの １５５，３００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物に限る。） 

１２２，４００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

モデル建物法 ９７，６００円 

モデル建物法以外のもの ２５４，４００円 

その他の建築物 モデル建物法 ９７，６００円 

モデル建物法以外のもの ２５４，４００円 

備考 建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請に係る手数料は、建

築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を記載する場合、申請に係る建築物

と複数棟認定の他の建築物につき、それぞれ上表に掲げる区分に応じた金額を合わ

せた額とする。 

別表第２６（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る変更認定の申請 建築物エネルギー消

費性能向上計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ３，３００円 
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共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの ３，３００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ６，６００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの １０，６００円 

申請戸数が１１戸以上のもの １８，１００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物の場合に限る。） 

６，６００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 ６，６００円 

その他の建築物 ６，６００円 

備考 次の各号に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る変更認定の申

請に係る手数料は、次のように取り扱うものとする。 

 (1) 建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を新たに建築物エネルギー消 

費性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新たに追加する場合を除く。） 変

更の申請に係る建築物につき、上表に掲げる当該建築物の区分に応じた金額 

  (2) 建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を新たに建築物エネルギー消費 

性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新たに追加する場合であって次号に掲

げる場合を除く。） 変更の申請に係る建築物と新たに追加する他の建築物につき、

それぞれ上表に掲げる当該建築物の区分に応じた金額を合わせた額 

  (3) 建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を新たに建築物エネルギー消費 

性能向上計画に記載する場合（他の建築物のみを追加する場合に限る。） 新たに

追加する他の建築物につき、上表に掲げる当該建築物の区分に応じた金額 

別表第２７（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る変更認定の申請 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 仕様基準 １０，０００円 

仕様基準以外のもの ２０，２００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 １０，０００円 

仕様基準以外のもの ２０，２００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 １９，４００円 

仕様基準以外のもの ３９，９００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 ２８，７００円 

仕様基準以外のもの ５７，６００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ４１，８００円 

仕様基準以外のもの ８１，３００円 
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共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物に限る。） 

６２，５００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

モデル建物法 ５０，３００円 

モデル建物法以外のもの １２８，７００円 

その他の建築物 モデル建物法 ５０，３００円 

モデル建物法以外のもの １２８，７００円 

備考 次の各号に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る変更認定の申

請に係る手数料は、次のように取り扱うものとする。 

 (1) 建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を新たに建築物エネルギー消 

費性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新たに追加する場合を除く。） 変

更の申請に係る建築物につき、上表に掲げる当該建築物の区分に応じた金額 

  (2) 建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を新たに建築物エネルギー消費 

性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新たに追加する場合であって次号に掲

げる場合を除く。） 変更の申請に係る建築物と新たに追加する他の建築物につき、

それぞれ上表に掲げる当該建築物の区分に応じた金額を合わせた額 

  (3) 建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲げる事項を新たに建築物エネルギー消費 

性能向上計画に記載する場合（他の建築物のみを追加する場合に限る。） 新たに

追加する他の建築物につき、上表に掲げる当該建築物の区分に応じた金額 

別表第２８（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定に係る軽微変更に該当する証明の申

請 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合又は基準

省令第４条第３項第２号若しくは第１３条第３項第２号の規定を適用する場合であっ

て、判定に係る部分が共用部分のみの建築物の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 １，５００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの １，５００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ３，１００円 

申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの ５，３００円 

申請戸数が１１戸以上のもの ８，９００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号若しくは

第１３条第３項第１号の規定を適用する建築物又は基準省令第

４条第３項第２号若しくは第１３条第３項第２号の規定を適用

する場合であって、判定に係る部分が共用部分のみの建築物の 

３，１００円 
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場合に限る。）  

共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 ３，１００円 

その他の建築物 ３，１００円 

別表第２９（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定に係る軽微変更に該当する証明の申

請 その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 仕様基準 ５，１００円 

仕様基準以外のもの １０，０００円 

共 同 住 宅 等

の住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 ５，１００円 

仕様基準以外のもの １０，０００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 ９，６００円 

仕様基準以外のもの １９，７００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 １４，２００円 

仕様基準以外のもの ２８，４００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ２１，１００円 

仕様基準以外のもの ４０，７００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物に限る。） 

３１，２００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分であって、工場等の用途

に供する部分を除いた部分 

モデル建物法 ２４，８００円 

モデル建物法以外のもの ６４，０００円 

共同住宅等の工場等の用途に供する部分 ５，７００円 

その他の建築物の工場等の用途に供

する部分を除いた部分 

モデル建物法 ２４，８００円 

モデル建物法以外のもの ６４，０００円 

その他の建築物 ５，７００円 

別表第３０（第２条関係） 

建築物築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る軽微変更に該当する証明の申請 

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証を添付する場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 １，５００円 

共同住宅等の

住戸部分 

申請戸数が１戸のもの １，５００円 

申請戸数が２戸以上５戸以下のもの ３，１００円 



- 43 - 

 申請戸数が６戸以上１０戸以下のもの ５，３００円 

 申請戸数が１１戸以上のもの ８，９００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物の場合に限る。） 

３，１００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分以外の部分 ３，１００円 

その他の建築物 ３，１００円 

別表第３１（第２条関係） 

建築物築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る軽微変更に該当する証明の申請 

その他の場合 

区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 仕様基準 ５，１００円 

仕様基準以外のもの １０，０００円 

共同住宅等の

住戸部分 

申請戸数が１戸のも

の 

仕様基準 ５，１００円 

仕様基準以外のもの １０，０００円 

申請戸数が２戸以上

５戸以下のもの 

仕様基準 ９，６００円 

仕様基準以外のもの １９，７００円 

申請戸数が６戸以上

１０戸以下のもの 

仕様基準 １４，２００円 

仕様基準以外のもの ２８，４００円 

申請戸数が１１戸以

上のもの 

仕様基準 ２１，１００円 

仕様基準以外のもの ４０，７００円 

共同住宅等の共用部分（基準省令第４条第３項第１号又は第 

１３条第３項第１号の規定を適用する建築物の場合に限る。） 

３１，２００円 

共同住宅等の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

モデル建物法 ２４，８００円 

モデル建物法以外のもの ６４，０００円 

その他の建築物 モデル建物法 ２４，８００円 

モデル建物法以外のもの ６４，０００円 

別表第３２（第２条関係） 

 屋外広告物許可の申請                      

区分 手数料の額 

第１種 広告塔、広告板その他これらに類するもの（第

３種のものを除く。） 

表示面積５平方メートル

までごとに１,３３０円 

第２種 御殿場市総合景観条例（平成２５年御殿場市条

例第４６号。以下「総合景観条例」という。）第 

１枚、１本又は１個につ

き１２０円 
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 ２８条第３項第２号から第４号までに掲げるも

の（第３種のものを除く。） 

 

第３種 照明装置のあるもの 表示面積５平方メートル

までごとに１，６００円 

第４種 はり紙（第３種のものを除く。） １ ０ ０ 枚 ま で ご と に

４３０円 

第５種 その他第１種、第２種及

び第４種に類するもの 

巻き付けられて取り

付けられる広告物 

１組につき２４０円 

その他のもの １個につき２４０円 

備考 (1) 総合景観条例第２９条、第３０条第４項若しくは第６項の許可又は第３６ 

条第２項の期間の更新に係る申請についての金額は、２年を超えて広告物を

表示し、又は広告物を提出する物件を設置しようとするときは、この表に掲

げる金額に１００分の１５０を乗じて得た額とする。 

    (2) 総合景観条例第３７条第１項の許可を受けようとするときは、この表に掲げ

る額に１００分の５０を乗じて得た額とする。 

   附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１９号 

  

御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

  

 御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  

  令和８年２月２０日 提 出 

  

御殿場市長 勝 又 正 美 

  

   御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 御殿場市国民健康保険税条例（昭和３１年御殿場市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただし書中

「２４万円」を「２６万円」に改める。  

 第２３条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の御殿場市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。  
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議案第２０号 

  

御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

  

 御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  

令和８年２月２０日 提 出 

  

御殿場市長 勝 又 正 美 

  

   御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

 

 御殿場市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年御殿場市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。  

 第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１万円」に改め、同号ただし書中「１万    

４，５００円」を「１万５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円」を「４３３円」

に改め、「、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円」を削り、「第３号

から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第

１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。  

別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を 

「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に、「１１，３００円」

を「１１，６７０円」に、「１２，１００円」を「１２，５００円」に、「９，７００円」

を「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，８４０円」に改める。  

   附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の御殿場市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３

項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた御殿場市

消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」と

いう。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第

３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号

アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日

前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給す
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べき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によ

る。  
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議案第２１号 

  

富士御殿場工業団地開発事業地内の用地取得について  

 

富士御殿場工業団地開発事業地内の土地を次のとおり取得したいので、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年御殿場市条例第５号）第

３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２０日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

１ 取得の目的  

御殿場市土地開発公社が所有する富士御殿場工業団開発事業に係る土地について、

開発予定企業に対して売却を行うため御殿場市が取得するもの。 

 

２ 取得する土地の所在、地目、地積及び取得金額 

所  在：御殿場市神場２３９１番地８ 外５筆 

地  目：原野、用悪水路 

地  積：３４，０４６．７４㎡ 

金  額：２４０，５１８，１４６円 

支払利息：１１１，３６４，０３３円 

  合  計：２４１，８８２，１７９円 

 

３ 取得の相手方   

御殿場市萩原４８３番地  

御殿場市土地開発公社 
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議案第２２号 

  

市道路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次のとおり市道路

線を認定したいので、議会の議決を求める。  

 

令和８年２月２０日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

路線名 起   点 終   点 
重要な 

経過地 

2218号線 御 殿 場 市 萩 原 5 1 1 番 1 5 地 先 御 殿 場 市 萩 原 5 1 1 番 1 2 地 先 
 

2219号線 御殿場市御殿場 4 3 6番 7地先 御殿場市御殿場 4 3 4番 1 0地先 
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同意第３号 

 

御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 

次の者を御殿場市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。  

 

令和８年２月２０日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

氏  名  長田 広幸 

 

住  所  【略】 

 

生年月日  【略】 

 

  

  


